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八王子都市計画地区計画の変更（八王子市決定） 
都市計画元八王子町二丁目地区地区計画を次のように変更する。 
 

名 称 戸建住宅地区Ａ 戸建住宅地区Ｂ サービス施設地区 
地区の区分 

面 積 約３０．５ｈａ 約２．２ｈａ 約１．１ｈａ 

建築物の用途の 
制限 ※ 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物

は建築してはならない。 
１．住宅（長屋を除く。） 
２．保育所 
３．集会所 
４．前各号の建築物に附属するもの 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物

は建築してはならない。 
１．住宅（３戸以上の長屋を除く。） 
２．前各号の建築物に附属するもの 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築 
物は建築してはならない。 
１．店舗 
２．事務所 
３．診療所 
４．住宅（３戸以上の長屋を除く。） 
５．建築基準法施行令第１３０条の３に

定める兼用住宅（３戸以上の長屋を

除く。） 
６．前各号の建築物に附属するもの 
 
 

建築物の容積率の

最高限度 ※ 
  １０分の１０ 

（住宅及び兼用住宅に限る。） 
 
 

建築物の建ぺい率

の最高限度 
  １０分の５ 

（住宅及び兼用住宅に限る。） 
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建築物の敷地面積

の最低限度 
１７０㎡ ２７０㎡ ５００㎡ 

ただし、住宅及び兼用住宅にあっては、 
１７０㎡ 
 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの距離は、１ｍ以上

としなければならない。ただし、この距

離の限度に満たない位置にある建築物又

は建築物の部分が次の各号の一に該当す

る場合においては、この限りでない。 
 
 
 
 
 
１．道路境界線については、外壁又はこ

れに代わる柱の中心線の長さの合計が

３ｍ以下であるもの 
２．物置その他これに類する用途（自動

車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５

㎡以内であるもの 
３．自動車車庫で軒の高さが２．３ｍ以

下であるもの 
 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの距離は、１．５ｍ

以上としなければならない。ただし、こ

の距離の限度に満たない位置にある建築

物又は建築物の部分が次の各号の一に該

当する場合においては、この限りでない。 
 
 
 
 
 
１．道路境界線については、外壁又はこ

れに代わる柱の中心線の長さの合計が

３ｍ以下であるもの 
２．物置その他これに類する用途（自動

車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５

㎡以内であるもの 
３．自動車車庫で軒の高さが２．３ｍ以

下であるもの 
 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの距離は、２ｍ以上

としなければならない。ただし、住宅及

び兼用住宅にあっては、建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面から敷地境界線ま

での距離は、１ｍ以上としなければなら

ない。また、この距離の限度に満たない

位置にある建築物又は建築物の部分が次

の各号の一に該当する場合においては、

この限りでない。 
 

１．道路境界線については、外壁又はこ

れに代わる柱の中心線の長さの合計が

３ｍ以下であるもの 
２．物置その他これに類する用途（自動

車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５

㎡以内であるもの 
３．自動車車庫で軒の高さが２．３ｍ以

下であるもの 
 

建築物の高さの 
最高限度 

９ｍ ただし、地階を除く階数は２以

下としなければならない。 
 １５ｍ ただし、住宅及び兼用住宅に

あっては、地階を除く階数は２以下で、

かつ、９ｍ。 
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建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

 建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の色彩は、周囲の環境に調和したものとする。 
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垣又はさくの構造の制限  生垣又はフェンスとしなければならない。ただし、門柱又はフェンスの基礎となる高さ０．４ｍ以下のコンクリートブロック、

石積等はこの限りでない。 
※知事同意事項 
「区域、地区の区分は、計画図表示のとおり」 
（理由）都市計画法（昭和４３年法律１００号）第１６条第３項に基づく地域住民からの申出を踏まえ、周辺居住者などの利便に供する店舗などと住宅が調和した良好な

市街地環境の形成を図るため、地区計画を変更する。 


